熊本市児童家庭支援センター運営事業業務委託　基本仕様書

１　業務名称
熊本市児童家庭支援センター運営事業業務委託

２　業務の目的 
熊本市児童家庭支援センターを運営し、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、本市の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い、あわせて熊本市児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

3　履行場所
熊本市内

4　履行期間
令和8年（2026年）4月1日から令和11年（2029年）3月31日まで
5　業務内容
本委託業務は本仕様書記載のほか、契約書、「児童家庭支援センターの設置運営要綱」（令和7年4月7日こ支発第197号こども家庭庁支援局長通知）に基づき実施すること。(5)の業務は、本仕様書、契約書に基づき実施すること。
(1)　地域・家庭からの相談に応ずる事業 
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うこと。
・相談対応　　　　　　随時
・心理療法等支援　　　随時
(2)　市町村の求めに応ずる事業
市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うこと。 
・要保護児童対策地域協議会への出席 
代表者会議　　　　　概ね年1回
実務者会議　　　　　概ね年5回
進行管理会議　　　　最大年60回（月1回×5区×12か月）のうち必要に応じて出席
個別ケース検討会議　随時
・福祉事務所等への支援 
同行支援等　　　　　随時
・行政機関相談窓口担当者等への研修 
研修会　　　　　　　概ね年2回（熊本市児童相談所と調整） 
(3)　里親等への支援
里親からの相談に応じる等、必要な支援を行うこと。
・里親等への支援（養育相談等）　随時 
(4)　関係機関等との連携・連絡調整 
児童や家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため、熊本市児童相談所、福祉事務所、里親、児童福祉施設、要保護児童対策地域協議会、民生委員・児童委員、主任児童委員、女性相談員、熊本市保健所、熊本市こころの健康センター（精神保健福祉センター）、熊本市教育委員会、学校等との連絡調整を行うこと。なお児童家庭支援センターと関係機関（児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、医療機関等）との連携を進めるため、専門的な知識を有する職員をスーパーバイザーとして配置し、各関係機関との連絡調整を行うこと。 
[bookmark: _Hlk217396359](5)　児童相談所の開所時間外における通告・相談対応
　熊本市児童相談所の開所時間外に寄せられる相談および虐待通告に対し、電話対応を行うこと。
なお、対応にあたっては下記ア～ウに留意するとともに、虐待に関する相談・通告の場合、詳細は別添「虐待に関する相談・通告に対するマニュアル」のとおりとする。
ア　夜間休日等の年間を通じた相談支援体制を整備すること。
イ　相談支援に当たっては、十分に経験を積んだ者を充てるなど、適切な指導や助言が行えるよう留意すること。
ウ　宿日直職員の配置等により相談を受け、必要に応じて、適切な指導や助言を行える者に繋げる等の手法も可能とする。
（6）　熊本市児童相談所からの受託による指導
　　 熊本市児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施設を退所後　　間もない児童など、継続的な指導措置が必要であるとされた児童及びその家庭について、指導措　置を受託して指導を行うこと。なお、指導内容等については熊本市児童相談所と調整すること。

※（6）に関する費用については本業務委託契約にはよっては支弁せず、熊本市児童相談所からの指導委託件数等に応じて別途「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」（令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知）に従って支弁するものとする。

６　業務の対応時間
[bookmark: _Hlk60137656](1)　５の(1)から(4)までの業務については、24時間365日（年中無休）の電話相談対応を行うこと。５の(5)の業務については、熊本市児童相談所の開所時間外の時間（以下「夜間休日等」という。）に対応を行うこと。なお、本仕様書における夜間休日等とは次に掲げる日とする。
    ア　市の休日（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日（休日を除く。）をいう。）
イ　市の休日以外の日（午前8時15分から午後6時までの間を除く。）
(2)　電話回線や相談内容については熊本市児童相談所と調整すること。
(3)　5の（6）の業務については熊本市児童相談所と調整すること。 

7　職員の配置及び資格
この事業を行うため、熊本市児童家庭支援センターの運営管理責任者を定めるとともに、次の職種の職員を配置するものとする。
（1） 相談・支援を担当する職員（常勤又は非常勤　2名）
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第13条第3項のいずれかに該当する者で、児童福祉事業の実務経験を十分有するとともに、各種福祉施策を熟知しているものとする。なお、児童福祉施設などに附置している場合は、入所者等の直接処遇の業務は行わないものとする。
（2） 心理療法等を担当する職員（常勤　１名）
学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科を修めて卒業した者で、児童及び保護者に対し、心理学的側面からの援助を行うものとする。なお、心理療法等を担当する職員は、児童、保護者、関係者等に心理療法、カウンセリング、助言等の支援を行うこと。
（3） ５の(4)の業務を担当する職員（スーパーバイザー）
　なおスーパーバイザーは、（1）相談・支援を担当する職員又は（2）心理療法等を担当する職員が兼ねることも可とする。
（4） ５の(5)の業務に従事する職員
なお５の(5)の業務に従事する職員は、次のいずれかに該当する者を配置すること。
ア　児童指導員として児童福祉事業に従事した経験を有する者
イ　教員として従事した経験を有する者
ウ　児童福祉司として従事した経験を有する者
エ　児童心理司として従事した経験を有する者
オ　保健師として母子保健事業に従事した経験を有する者
カ　保育士として子ども及び保護者の指導に従事した経験を有する者
キ　児童福祉事業に熱意があって、前各事項に掲げると同等以上の能力を有すると認めら
れる者

8　職員に係る留意事項
（1） 職務を遂行するにあたっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。（児童福祉法第44条の2第2項）
（2） 児童家庭支援センターの果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異種職との交流等あらゆる機会をとらえ、相談・支援等の技術等の向上に努めること。

9　児童家庭支援センターの設備
児童家庭支援センターは、次の設備を設けること。ただし、児童福祉施設等に附置している場合は、入所者等の処遇及び当該施設の運営上支障が生じない場合には、附置される施設と設備の一部を共有することは差し支えない。なお、設備については、利用者の個人の身上に関する秘密が守られるよう十分配慮するものとする。
（1） 相談室、プレイルーム
（2） 事務室
（3） その他必要な設備

10　広報等
児童家庭支援センターの利用促進を図るため、その目的や利用方法等について、地域住民が理解しやすいよう工夫された広報活動を積極的に行うものとする。また、児童家庭支援センターの所在が利用者に明確に把握されるように、その所在を掲示板等により表示すること。

11　関係書類の提出
受託者は、本業務の実施に当たり、本仕様書の内容に基づき次の関係書類を作成し、提出すること。
（1） 実施計画
ア　受託者は、あらかじめ委託業務着手届（様式第1号）と年度毎に実施計画書（様式第2号）を作成し、契約締結後速やかに熊本市こども家庭福祉課及び熊本市児童相談所に提出して承認を得なければならない。
イ　実施計画書には次に掲げる事項を記載すること。
・業務実施体制
・事業実施スケジュール
・その他、業務実施に当たって必要な事項で委託者が必要と認める事項
（2） 業務実施報告
受託者は、当月分の業務実施完了後、翌月10日までに、月間報告書（様式第3-１号、様式第3-２号、様式第3-３号）、その他、委託者が必要と認める報告等を熊本市児童相談所及びこども家庭福祉課に提出すること。ただし、5の（5）の業務については、当日の常務実施完了後、翌日までに様式第3-4号を熊本市児童相談所に提出すること。
（3） 業務完了の報告
受託者は、業務が完了した時は、年度毎に直ちに委託業務完了届（様式第4号）、請求書（様式第5号）を作成し、事業の実施状況や成果をまとめた事業実績報告書（様式第6号）及び事業経費の詳細を記載した収支決算報告書、その他、委託者が必要と認める書類等を添付の上、熊本市こども家庭福祉課に提出すること。
（4） その他
（1）～（3）のほか、受託者は、委託者からの指示に基づき、適宜、必要な書類を作成し、提出すること。

12　業務の適正な実施に関する事項
（1） 再委託等の禁止
受託者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事前協議の上、あらかじめ、委託者の文書による承諾を得たときは、この限りでない。
（2） 個人情報保護
受託者は、個人情報保護の重要性を認識し、本委託業務を行うに当たっては、熊本市個人情報の保護に関する法律施行条例 （令和４年条例第６０号 ）その他個人情報の保護に関する法令等に基づき、その取扱いに十分に留意し、漏洩、滅失、き損、紛失、改ざんの防止そのほか個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
（3） 守秘義務
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を洩らし、又は業務の目的外に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。

[bookmark: _Hlk60148999]13　関係書類の整備等
（1） 会計の管理
受託者は、社会福祉法人等の全体の会計とは別に、本業務に係る会計帳簿類を設けて管理する。
（2） 帳簿書類等の保存期間
受託者が作成した帳簿書類（会計帳簿書類、業務記録簿、職員の出勤簿等）は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
（3） 指定期間終了後に係る引継ぎ業務
受託者は委託契約の終了に当たり、次の受託者が円滑かつ支障なく児童家庭支援センターの業務を遂行できるよう、委託者又は委託者が指示する事業者に引継ぎを行うとともに、必要な情報やデータ等を遅滞なく提供すること。

14　その他
（1） 　実施に当たっては、適宜委託者と協議を行い、課題への対応及び業務の進捗状況等を報告すること。
（2） 　委託者が提供する資料等を第三者に提供したり、目的以外に使用したりしないこと。
（3） 　この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合の解釈については、委託者と受託者が協議し、決定することとする。

（様式第1号）
委託業務着手届
令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日
熊本市長　　　　　　

受託者　住　　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

下記の業務について、令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日着手しましたのでお届けします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
記

１　委託業務名　　熊本市児童家庭支援センター運営事業業務

２　履行場所　　熊本市

３　契約年月日　　令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日

４　履行期間　　自　令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日
　　　　　　　　　至　令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日

５　現場責任者　　






（様式第2号）
令和　年度熊本市児童家庭支援センター運営事業実施計画書

１児童家庭支援センターの名称

２所在地

３運営主体及び代表者名

４業務実施体制
（1）児童家庭支援センターの運営事業に関する職員体制

（2）相談受付時間

（3）勤務体制

（4）緊急時連絡体制

（5）広報等に関する計画

（6）関係機関との連携

（7）研修計画

（8）電話相談体制

（9）里親研修の支援


５事業実施スケジュール


（様式第4号）
委託業務完了届
令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日
熊本市長

[bookmark: _Hlk184737841]受託者　住　　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　
代表者氏名　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
下記の業務について、令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日完了しましたのでお届けします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
記

１　委託業務名　　熊本市児童家庭支援センター運営事業業務

２　履行場所　　熊本市

３　契約年月日　　令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日

４　履行期間　　自　令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日
　　　　　　　　　至　令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日

５　現場責任者　　





（様式第5号）
請求書

令和○○年（２０ＸＸ年）○○月○○日

熊本市長　　　　　　　　　　　　　　（宛）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　（　　　　　　　　　　　　課）

受託者　住　　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　
代表者氏名　　


	金額
	拾
	億
	千
	百
\
	拾
○
	万
○
	千
○
	百
○
	拾
○
	円
○






上記の金額を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　として請求します。


内　　　　訳





	払込先口座名

	金融機関名
	

	預金種目
	1．普通　2．当座　3．その他（　　　）

	口座番号
	

	口座名義人
	



（様式第6号）
令和　年度熊本市児童家庭支援センター運営事業実績報告書
１児童家庭支援センターの名称

２所在地

３運営主体及び代表者名

4事業実績
4-1事業内容等総括表
	心理療法担当職員配置実績
	相談実績
	延べ人数等
	実人数等
	連絡・調整を行った関係機関

	常勤
（実人数）
人
（延べ月数）
か月
	電話相談
	人
	


（人）
	










	
	来所相談
	人
	
	

	
	訪問相談（実際の相談件数）
	人
	
	

	
	訪問相談（延べ件数）※１
	人
	
	

	
	心理療法等
	人
	
	

	
	メール相談
	人
	
	

	非常勤
（実人数）
人
（延べ月数）
か月
	手紙相談
	人
	
	

	
	里親等への支援
	人
	
	

	
	その他の相談
	人
	
	

	
	区役所の求めに応ずる事業
	回
	（区役所数）
	

	
	関係機関との連絡・調整
	回
	（機関数）
	

	
	（合計）※２
	件
	
	


	対象経費の実支出額

	人件費
A
	事務費
B
	小計
C=A+B
	初度調弁費
D
	計
E=C+D

	円
	円
	円
	円
	円


※１訪問相談（延べ件数）欄は、訪問相談（実際の相談件数）に2を乗じて得た数とする。
※２訪問相談（実際の相談件数）を除いた各項目を合計した数を記入すること。
（注1）「相談実績」欄には、年間相談実延べ人数又は回数を、（）内には年間相談実人数、機関数又は区役所数を記入すること。
（注2）「心理療法担当職員配置実績」欄には、常勤又は非常勤の配置状況（実人員）及び配置機関（延べ月数）を記入すること。
（注3）「連絡・調整を行った関係機関」欄には、児童相談所や要保護児童対策地域協議会の調整機関、警察署など、具体的な機関の種類や機関名を記入すること。
（注4）「里親等への支援」欄は、相談対応以外の支援・事業等の実績を記入すること。（里親等に対する相談対応は、種別に応じて「電話相談」、「来所相談」欄等に記入すること。）

4-2経費内訳
	対象経費区分
	対象経費の実支出額

	
	円

	
	円

	
	円

	（計）
	円


※対象経費区分には、賃金、旅費、通信運搬費、需用費などの対象経費を記載すること。

4-3スーパーバイザー実績
	関係機関名
	対応概要

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




4-4対象経費別支出額内訳
4-4-1人件費内訳
	人数
	本俸A
	諸手当B
	共済費C
	合計
Ｄ＝A+B+C

	人
	円
	円
	円
	円



4-4-2事務費内訳
	経費区分
	対象経費の実支出額
	積算内訳

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	（計）
	円
	


（注）経費区分欄には、旅費、需用費、役務費、報酬など対象経費の区分ごとに積算内訳を記載すること（以下同じ。）

4-4-3初度調弁費
	経費区分
	対象経費の実支出額
	積算内訳

	
	円
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